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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 ３ 住民生活部会 分  類 ６ 精神保健  中条町担当 健康開発課 元気応援係 担当者名  

分 科 会 ８ 保健衛生 調整項目 ７ 精神障害者短期入所事業  黒川村担当 住民課 保健衛生係 担当者名  

            

現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
名称 

 
中条町精神障害者ショートステイ事業 

 
同 左 

 
目的 

 
居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図る 

 
 同 左 

 
 
 
事業概要 
 
 
 

 
精神障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、精神障害

者が居宅において介護を受けることが一時的に困難となった場合

に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期入所させ、

適切な支援を行う 
（１人暮らしで、一時的に介護が必要な場合を含む） 

 
実施主体は中条町で、町長から指定を受けた精神障害者生活訓練

施設を運営主体として、補助することにより実施する。 
 

 
 
 
 
 
同 左 

 
 
対象者 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
在宅の精神障害者の介護を行っている者が次に掲げる理由によ

り居宅において介護を行うことができないため、指定した施設を一

時的に利用する必要があると町長が認めた場合 
 
１ 社会的理由 
  疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、

学校等の公的行事への参加 
２ 私的理由 
  社会的理由以外の理由 
 

 
  
 
 
 同 左 
 

 
利用者負担額 
 
 

 
飲食費相当額 

  朝食 300 円、夕食 600 円 （国庫補助基準単価を基準とする） 
 

 
 同 左 

 
利用者負担額の 
減免 
 

  
生活保護法による保護を受けている世帯で、社会的理由により利

用する場合は減免することができる。 
 

 
 同 左 

 
利用者負担額の 
納付猶予 

  
なし 

 

 
 同 左 

 
 
両町村で差異がないため、現行のとおり

とする。 
 

財 源 
国  ２／４ 
県  １／４ 
町村 １／４ 

４７ 
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現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
利用制限 
 

 
７日以内（町長が認めたときは、最小限度で延長できる） 

 

 
 同 左 

 
指定運営主体 

 
精神障害者生活訓練施設 ぐみの郷 

 
 同 左 

 
利用実績 

 
Ｈ１４年度・・・私的理由 実３人・延８人（延べ日数２３日） 
Ｈ１５年度見込み・・私的理由 実２人・延９人（延べ日数３０日） 

 
Ｈ１４年度・・・私的理由 実１人・延３人（延べ日数７日） 
Ｈ１５年度見込み・・私的理由 実１人・延４人（延べ日数４日） 
 

 
Ｈ１６年度予算 
 

 
１日７，０７０円×３６日＝２５４，５２０円 

 
１日７，０７０円×５６日＝３９５，９２０円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
運営主体への補助

金の支払い方法 
 

 
年度末に補助金申請してもらい、１回で支払う 

 
 同 左 

中条町 334 334 0 
黒川村 396 396 0 
計 730 730 0 関係法令等 

 
中条町精神障害者ショートステイ事業運営要綱 

 
黒川村精神障害者短期入所事業運営要綱 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
４８ 


